
伐木工歩掛適用フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 見積書は、３社以上から徴収することとし、鳥取県県土整備部設計単価・歩掛決定要領により歩掛を決定す

ること。ただし、３社以上の見積書が徴収できない場合は、徴収した見積書のうち最低価格の歩掛を採用す

ること。 

なお、現地調査費用など見積書作成に係る費用が必要な場合には、その費用を含めて見積書を徴収し、設計

変更で費用を計上すること。 

※２ 見積書の内容が、実際の現場条件を反映した適切な内容となっているか確認すること。 

ＮＯ 

ＮＯ 

伐木工歩掛 

変更しない 

ＹＥＳ 

※１ 

起工時 

調達公告時 
現場説明書に明記 

・伐木の計上費用、積算に用いた現場条件を明記 

・現場条件と適合しない場合、変更対象とする旨明記 

工事着手後 

ＹＥＳ 

・見積書は、内訳（労務・機械等）を添付させること。 

・見積条件（現場条件）を添付させること。 

見積書の内容から 
標準歩掛との乖離 
が確認できるか。 

変更しない 設計変更 

（以下、「標準歩掛」という。） 

 ・立木切倒し・枝払い切揃え，集積 

 ・立木積込 

 

見積書を技術企画
課へ提出 

工事完了後 …今後の歩掛改訂の参考とします。 

※２ 

受注者から 
変更協議が 
出たか。 

見積書を徴収 

変更対応 


